
JP 4279742 B2 2009.6.17

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特定階の一部に、中間床が前記特定階を構成する特定床の上側において設けられ、この
中間床と前記特定床との間が０．９ｍ～１．４ｍ程度の高さの収納空間とされた建物であ
って、
　前記特定床と、前記特定階の直上にある直上階を構成する直上床との間に設けられ、前
記特定床と床が面一の階段室が、前記収納空間に隣接して配置されており、
　前記収納空間と、前記階段室の階段下収納空間とが連通しており、
　前記特定床上にある部屋は、玄関、居間、食堂、台所によって構成されるとともに前記
階段室と収納空間とを平面視において略凹字状に囲むように配置され、さらに、前記玄関
と台所とが、前記階段室と収納空間を挟んで配置されており、
　前記階段室を形成する壁には、前記階段下収納空間に出入りするための出入口が複数設
けられており、
　一の前記出入口は、前記特定床と前記直上床との間に設けられた前記階段の上り口の側
方に設けられており、他の前記出入口は前記台所に面して設けられており、
　前記階段室内に設けられた階段の途中にある踊り場の床と、前記中間床とが連続してお
り、
　前記中間床の全面上方が、浴室と洗面室とトイレになっていることを特徴とする建物。
【請求項２】
　請求項１に記載の建物において、
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前記直上階の一部に、第２中間床が前記直上床の上側において設けられ、この第２中間床
と前記直上床との間が収納空間とされていることを特徴とする建物。
【請求項３】
　請求項２に記載の建物において、
前記中間床と第２中間床との間には、前記直上床が存在しない吹抜け空間が設けられてい
ることを特徴とする建物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物に係り、特に中間床を設け、この中間床の下方に収納空間を設けたもの
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、住宅等において物品を保管、収容する場所として、建物内部には押入や納戸、床
下収納庫、小屋裏収納部、天井裏収納部等の収納スペースが設けられ、また、屋外には物
置等が設置されることがある。
　しかし、近年における生活の質の向上や多様化に伴い、生活に使用する物品が多種多様
化および多数化する傾向にあり、これらの物品を保管、収容するために従来の収納スペー
スでは広さや容量が不足し、また、建物が建てられる敷地の有効利用という観点から、屋
外物置等の設置は望ましくないため、その内部により大きな収納スペースを備えた建物が
望まれている。
【０００３】
　内部に収納スペースを備えた建物の一例として、特許文献１に記載のものが知られてい
る。この特許文献１に記載の建物では、特定フロアと、この特定フロアの直上に位置する
直上フロアとを有する建物であって、特定フロアおよび直上フロアは、それらの一部に設
けられた中間床と、この中間床の下側に形成された中間床下側空間と、当該中間床の上側
に形成された中間床上側空間とを備え、特定フロアの中間床上側空間の少なくとも一部と
、直上フロアの中間床下側空間の少なくとも一部とが連通された吹き抜け空間が構成され
ており、特定フロアの中間床下側空間と、直上フロアの中間床下側空間のうち、吹き抜け
空間を構成しない中間床下側空間とは、各々収納空間とされている。
【特許文献１】特開２００４－４４２１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のような建物では、中間床下側空間が収納空間とされているが、この収納空間は物
を出し入れする小さな出入れ口が一つであるので、収納した物は全てこの出入れ口から収
納空間に入って取り出してこなければならないので、使い勝手がよくない場合があった。
【０００５】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、収納空間に物を使い勝手よく出し入れ
できる建物を提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、例えば図１～図７に示すように
、特定階１の一部に、中間床４が前記特定階１を構成する特定床２の上側において設けら
れ、この中間床４と前記特定床１との間が０．９ｍ～１．４ｍ程度の高さの収納空間５と
された建物であって、
　前記特定床２と、前記特定階１の直上にある直上階２１を構成する直上床２２との間に
設けられ、前記特定床２と床が面一の階段室７が、前記収納空間５に隣接して配置されて
おり、
　前記収納空間５と、前記階段室７の階段下収納空間７ａとが連通しており、
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　前記特定床１上にある部屋は、玄関６、居間３ａ、食堂３ｂ、台所８によって構成され
るとともに前記階段室７と収納空間７ａとを平面視において略凹字状に囲むように配置さ
れ、さらに、前記玄関と台所とが、前記階段室と収納空間を挟んで配置されており、
　前記階段室７を形成する壁には、前記階段下収納空間７ａに出入りするための出入口１
２ａ，１３ａが複数設けられており、
　一の前記出入口１３ａは、前記特定床１と前記直上床２２との間に設けられた前記階段
２７の上り口の側方に設けられており、他の前記出入口１２ａは前記台所８に面して設け
られており、
　前記階段室７内に設けられた階段２７の途中にある踊り場２７ａの床と、前記中間床４
とが連続しており、
　前記中間床４の全面上方が、浴室１６と洗面室１７とトイレ１８になっていることを特
徴とする。
　「踊り場の床と、前記中間床とが連続している」とは、踊り場の床と中間床とが面一状
態で連続しているのは勿論のこと、踊り場の床と中間床とが所定の段差をもって連続して
いる場合も含むものである。
【０００７】
　ここで、特定階とは、建物の所定の階を意味し、例えば、１階、２階、３階等の所定の
階は勿論のこと、地下にある地下１階、２階等の所定の階も意味する。そして、特定床は
特定階を構成する床であり、特定階が１階であれば１階床、２階であれば２階床である。
　中間床は特定床の上側でかつ特定階に設けられる床であり、この中間床と特定床の間が
収納空間とされる。中間床は、収納空間の高さが０．９ｍ～１．４ｍ程度となるように、
特定床の上方に設けられるのが望ましい。
　また、直上階とは、前記特定階の直上に設けられる階であり、例えば、特定階が１階の
場合、直上階は２階となる。
【０００８】
　請求項１に記載の発明によれば、収納空間５と階段室７の階段下収納空間７ａとが連通
しているので、階段下収納空間７ａからも収納空間５に出入りでき、よって、収納空間５
の使い勝手がよくなる。
　また、階段下収納空間７ａと収納空間５に亙る大きな物を収納することもできる。
　さらに、階段２７の踊り場２７ａの床と中間床４とが連続しているので、中間床４上の
部屋１５に踊り場２７ａから容易に出入りできる。
【００１０】
　また、階段下収納空間７ａに出入りするための出入口１２ａ，１３ａが複数設けられて
いるので、階段下収納空間７ａへ所望の出入口１２ａ，１３ａから出入りでき、階段下収
納空間７ａの使い勝手がよくなるとともに、収納空間５へも所望の出入口１２ａ，１３ａ
から階段下収納空間７ａを通して出入りできる。
【００１４】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の建物において、
　前記直上階２１の一部に、第２中間床２４が前記直上床２２の上側において設けられ、
この第２中間床２４と前記直上床２２との間が収納空間２５とされていることを特徴とす
る。
【００１５】
　第２中間床は直上床の上側でかつ直上階に設けられる床であり、この第２中間床と直上
床の間が収納空間とされる。第２中間床は、収納空間の高さが０．９ｍ～１．４ｍ程度と
なるように、直上床の上方に設けられるのが望ましい。
【００１６】
　請求項２に記載の発明によれば、第２中間床２４と前記直上床２２との間が収納空間２
５とされているので、直上階２２にも収納空間２５を設けることができる。このように、
特定階、直上階のいずれにも収納空間５，２５を設けることができるので、各階において
収納空間５，２５を使用することができ、収納空間の使い勝手がさらによくなる。
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【００１７】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の建物において、
　前記中間床４と第２中間床２４との間には、前記直上床２２が存在しない吹抜け空間１
５が設けられていることを特徴とする。
【００１８】
　請求項３に記載の発明によれば、中間床４と第２中間床２４との間に、直上床２２が存
在しない吹抜け空間１５が設けられているので、この吹抜け空間１５に部屋を設けること
ができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、特定床と直上床との間に設けられた階段室が、収納空間に隣接して配
置されており、この収納空間と、階段室の階段下収納空間とが連通しているので、階段下
収納空間からも収納空間に出入りでき、よって、収納空間の使い勝手がよくなるとともに
、階段下収納空間と収納空間に亙る大きな物を収納することもできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
　本実施の形態の建物は、４層の床面を有する２階建ての建物であり、例えば周知のパネ
ル工法によって構築されている。
　本実施の形態では、図１～図３に示すように、１階を特定階１としており、この特定階
１を構成する１階の床を特定床２としている。特定階（１階）１には、南側（図１および
図２において左側）に居間３ａと食堂３ｂとが東西に隣接配置されている。
　居間３ａの北側（図２において右側）には中間床４が設けられている。中間床４は、建
物の北側の外壁に沿って特定床１の上側に設けられている。中間床４は、平面視において
矩形状に形成に形成されており、建物の東側に若干寄せて配置されている。この中間床４
と特定床２との間は、図２、図３および図７に示すように、収納空間５とされている。こ
の収納空間５の高さは０．９ｍ～１．４ｍ程度とされている。
【００２１】
　また、特定階１には、図３および図７に示すように、収納空間５を挟んで玄関６と台所
８とが東西に離間して配置されており、台所８および収納空間５に隣接して階段室７が配
置されている。収納空間５と玄関６とを仕切る仕切壁５ａは、収納空間６側に奥まって設
けられており、この仕切壁５ａの前方にある凹所には移動式の収納家具９が設けられてい
る。収納家具９は下駄箱であり、玄関ホールや玄関土間に向けて引き出すことができるよ
うになっている。また、収納空間５内には仕切壁５ｂ，５ｃが設けられており、この仕切
壁５ｂ，５ｃと仕切壁５ａとで囲まれた収納空間５ｄは、外側に開口しており、この開口
部は扉によって開閉されるようになっている。また、仕切壁５ｃには、仕切壁５ｅが収納
空間５側に奥まって設けられており、この仕切壁５ｅの前方にある凹所は、収納部１０と
なっている。この収納部１０は例えば来客の上着等を収納するものであり、扉が玄関ホー
ル側に向けて開閉するようになっている。
　また、収納空間５と居間３ａとを仕切る仕切壁５ｆは収納空間５側に奥まって設けられ
ており、この仕切壁５ｆの前方にある凹所には横移動式の収納家具１１が複数設けられて
いる。この収納家具１１には、複数の棚が上下に所定間隔で設けられており、居間３ａ側
に開口している。仕切壁５ｆには開口部が形成されており、前記収納家具１１はこの開口
部を開閉するように横方向に仕切壁５ｆに沿って移動可能となっている。そして、この開
口部から収納空間５内に出入りできるようになっている。
【００２２】
　また、前記階段室７と収納空間５とは隣接配置されており、前記居間３ａは階段室７お
よび収納空間５に接するように配置されている。したがって、特定床２上の居間３ａから
収納空間５および階段室７に容易に出入りできる。
　また、階段室７と台所８とを仕切る仕切壁８ａ、つまり階段室７を形成する壁８ａには
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出入口１２ａが形成され、この出入口１２ａを開閉する扉１２ｂが取り付けられている。
したがって、この扉１２ｂを開けることによって、台所８から階段下の階段下収納空間７
ａに出入りできるようになっている。また、前記階段下収納空間７ａと前記収納空間５と
は連通しており、これによって、階段下収納空間７ａを収納空間５と連続した収納として
有効利用できる。また、前記扉１２ｂを開けることによって、台所８から階段下収納空間
７ａを通して収納空間５に出入りできるようになっている。さらに、階段下収納空間７ａ
と前記食堂３ｂとを仕切る仕切壁つまり、階段室７を形成する壁にも開口部１３ａとこの
開口部１３ａを開閉する扉１３ｂが設けられており、この扉１３ｂを開けることによって
、食堂３ｂから階段下収納空間７ａに出入りできるようになっている。
【００２３】
　また、前記階段室７と収納空間５とは、図３に示すように、建物の北側の外壁に接して
おり、特定床２上にある部屋（玄関６、居間３ａ、食堂３ｂ、台所８）は、階段室７と収
納空間５を平面視において略凹字状に囲むように配置されている。したがって、このよう
な部屋を階段室７に面する部屋（台所８、食堂３ｂ）、収納空間５に面する部屋（玄関６
）、階段室７および収納空間５の双方に面する部屋（居間３ａ）に区画できる、つまり、
階段室７や収納空間５を有効利用できるように、部屋を区画できる。
【００２４】
　前記中間床４上には、図２および図４に示すように、中間部屋１５が特定階１の直上に
ある直上階２１を構成する直上床２２の一部を貫通して直上階（２階）２１に突出するよ
うにして設けられている。つまり、後述する第２中間床２４と前記中間床４との間には、
直上床２２が存在しない前記吹抜け空間１５が設けられており、この吹抜け空間１５が中
間部屋１５とされている。
　この中間部屋１５は、中間床４の全面上方に設けられており、本実施の形態では、浴室
１６と洗面室１７とトイレ１８とによって構成されている。つまり、中間部屋１５は、台
所８を除いた水回り系の部屋１５とされている。
　また、直上階２１には、図５に示すように、南側（図１および図２において左側）に寝
室２３ａ，２３ｂが東西に隣接配置されている。寝室２３ａ，２３ｂの北側（図１および
図２において右側）には第２中間床２４が設けられている。第２中間床２４は、２つあり
、これら第２中間床２４，２４は、中間部屋１５の天井１５ａとほぼ高さが等しい位置に
設けられている。そして、この第２中間床２４，２４と直上床２２との間がそれぞれ収納
空間２５，２５とされている。この収納空間２５の高さは０．９ｍ～１．４ｍ程度とされ
ている。
【００２５】
　また、前記収納空間２５，２５は、図５に示すように、平面視において前記階段室７お
よび中間部屋１５を挟むようにして、東西に離間して配置されている。したがって、直上
床２２上の部屋を、一方の収納空間２５に面する寝室２３ａと他方の収納空間２５に面す
る寝室２３ｂとに区画でき、よって、各寝室２３ａ，２３ｂに収納空間２５，２５を確保
できる。また、寝室２３ａと２３ｂとを仕切る仕切壁は、略Ｓ字状に配置されており、こ
れによって、寝室２３ａから利用可能な収納部２６ａと、寝室２３ｂから利用可能な収納
部２６ｂとが設けられている。
【００２６】
　前記階段室７には、図１、図２、図４に示すように、階段２７が特定床２と直上床２２
との間に設けられている。階段２７は折り返し階段であり、この階段２７の途中にある踊
り場２７ａの床は、中間床４と連続している。つまり、踊り場２７ａの床は、中間床４と
ほぼ等しい高さの位置しており、かつ、該中間床４と隣接している。したがって、中間床
４に至る階段を別途設けることなく、この踊り場２７ａから中間部屋１５に容易に出入り
できる。
　また、階段室７には、階段２８が直上床２２と第２中間床２４との間に設けられている
。この階段２８は直階段であり、この階段２８の上側の踊り場２８ａと、前記第２中間床
２４とがほぼ等しい高さに位置している。
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【００２７】
　また、西側に位置する第２中間床２４上には、図１、図２および図６に示すように、子
供部屋３０が設けられており、東側に位置する第２中間床２４上には、子供部屋３０より
大きい子供部屋３１が設けられている。この子供部屋３０，３１には、前記踊り場２８ａ
から出入りできるようになっている。
　子供部屋３０，３１は、直上床２２上の寝室２３ａ，２３ｂより床の位置が高くなって
おり、上部は小屋裏３３に突出している。
　さらに、小屋裏３３の一部には、収納所（ロフト）３４ａ，３４ｂとルーフバルコニー
３５が設けられている。収納所３４ａは子供部屋３１側に開口した比較的大型のものであ
り、子供部屋３１から利用できるようになっている。また、収納所３４ｂは子供部屋３０
側に開口した小型のものであり、子供部屋３０から利用できるようになっている。
【００２８】
　また、前記階段室７には、階段３６が前記踊り場２８ａとルーフバルコニー３５との間
に設けられており、この階段３６によってルーフバルコニー３５に出入りできるようにな
っている。ルーフバルコニー３５の床面は前記収納所３４ａ，３４ｂの床面と等しい高さ
となっており、屋根の一部に開口を形成することによって、ルーフバルコニー３５の床面
に人が直立できるようになっている。また、ルーフバルコニー３５と建物内部とを仕切る
壁には、窓３７，３７や扉３８が設けられており、窓３７，３７から子供部屋３０，３１
に採光できるようになっている。また、階段３６は扉３８に接続されている。
【００２９】
　本実施の形態によれば、収納空間５と階段室７の階段下収納空間７ａとが連通している
ので、階段下収納空間７ａからも収納空間５に出入りでき、よって、収納空間５の使い勝
手がよくなる。また、階段下収納空間７ａと収納空間５に亙る大きな物を収納することも
できる。
　さらに、階段下収納空間７ａに出入りするための出入口１２ａ，１３ａが複数設けられ
ているので、階段下収納空間７ａへ所望の出入口１２ａ，１３ａから出入りでき、階段下
収納空間７ａの使い勝手がよくなるとともに、収納空間５へも所望の出入口１２ａ，１３
ａから階段下収納空間７ａを通して出入りできる。
【００３０】
　また、階段の踊り場の床と中間床とが連続しているので、中間床上の部屋に踊り場から
容易に出入りできる。また、特定床２と直上床２２との間に設けられた階段２７の途中に
ある踊り場２７ａが、中間床４とほぼ等しい高さに位置し、かつ、該中間床４と隣接して
いるので、つまり踊り場２７ａの床と中間床４とが連続しているので、中間床４に至る階
段を別途設けることなく、この踊り場２７ａから中間部屋１５に容易に出入りできる。こ
の中間部屋１５は、浴室１６、洗面室１７、トイレ１８等からなる水回り系の部屋であり
、その直下は前記収納空間５であるので、この収納空間５を通して水回り系の部屋（中間
部屋１５）へ配管できる。したがって、配管が容易であるとともに、配管用のパイプスペ
ースを別途設ける必要がない。
【００３１】
　また、第２中間床２４と直上床２２との間が収納空間２５とされているので、直上階に
も収納空間２５を設けることができる。このように、特定階、直上階のいずれにも収納空
間５，２５を設けることができるので、各階において収納空間５，２５を使用することが
でき、収納空間５，２５の使い勝手がさらによくなる。
　さらに、中間床４と第２中間床２４との間に、直上床２２が存在しない吹抜け空間１５
が設けられているので、この吹抜け空間１５に部屋（中間部屋１５）を設けることができ
る。
【００３２】
　また、中間床４上に、中間部屋１５が直上階２１を構成する直上床２２の一部を貫通し
て直上階２１に突出するようにして設けられているので、中間床４が特定床２より上方に
位置あっても、中間部屋１５の天井高を十分に確保できるとともに、建物自体の高さが高
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　さらに、直上階２１の一部には、第２中間床２４，２４が中間部屋１５の天井とほぼ高
さが等しい位置に設けられ、この第２中間床２４，２４と直上床２１との間が収納空間２
５，２５とされているので、この収納空間２５，２５に直上床２１から容易に出入りでき
る、つまり収納空間２５，２５の使い勝手がよい。
　したがって、建物の高さを極力抑えながら、特定階１と直上階２１に、つまり上下階の
双方に使い勝手のよい収納空間５や収納空間２５，２５を設けることができる。
【００３３】
　また、第２中間床２４上には、子供部屋３０，３１が小屋裏３３に突出した状態で設け
られているので、第２中間床２４が直上床２２より高くても、第２中間床２４を有効利用
できる。
　また、直上階２１では、平面視において階段室７および中間部屋１５を挟むようにして
、直上階収納空間２５，２５が配置されているので、直上床２２上の部屋を、一方の直上
階収納空間２５に面する寝室２３ａと他方の収納空間２５に面する寝室２３ｂとに区画で
き、よって、各寝室２３ａ，２３ｂに収納空間２５を確保できる。
　また、第２中間床２４上にある子供部屋３０，３１は、直上床２２上の寝室２３ａ，２
３ｂより床の位置が高く、しかも、上部は小屋裏に突出しているので、小屋裏の一部を収
納所３４ａ，３４ｂやルーフバルコニー３５として、容易に利用できる。
【００３４】
　なお、本実施の形態では、第２中間床２４に、子供部屋３０，３１を小屋裏に突出する
ようにして設けたが、子供部屋３０，３１に代えて、小屋裏収納やルーフバルコニーを設
けてもよい。この場合、その屋根の高さを直上床２２上にある寝室２３ａ，２３ｂ上にあ
る屋根より低くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明に係る建物の一例を示すもので、建物の棟方向中央部における縦断面図で
ある。
【図２】同、建物の棟方向中央部より西側に寄った部分における縦断面図である。
【図３】同、建物の１階の、中間床より下の平面図である。
【図４】同、建物の１階の、中間床より上の平面図である。
【図５】同、建物の２階の、直上中間床より下の平面図である。
【図６】同、建物の２階の、直上中間床より上の平面図である。
【図７】同、建物内部の１階の要部を斜めから見た斜視図である。
【符号の説明】
【００３６】
　１　特定階
　２　特定床
　４　中間床
　５，２５　収納空間
　７　階段室
　７ａ　階段下収納空間
　１２ａ，１３ａ　出入口
　１５　吹抜け空間
　２１　直上階
　２２　直上床
　２４　第２中間床
　２７　階段
　２７ａ　踊り場
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